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食品廃棄物削減に向けての
取り組みを求める意見書を可決

　食は、世界中の人々にとって大事な限りある資源です。世界では全人類が生
きるのに十分な量の食べ物が生産されているにもかかわらず、その３分の１は
無駄に捨てられています。中でも、もったいないのは、まだ食べられる状態な
のに捨てられてしまう食品ロスです。農林水産省によると、日本では年間２，
７９７万 t の食品廃棄物が発生しており、このうちの６３２万 t が食品ロスと
推計されています。また、市町等の一般廃棄物焼却処理施設に搬入される一般
廃棄物の厨芥類（生ごみ）のうち３割から４割程度が食品ロスであると言われ
ています。
　食品ロスの半分は、事業者の流通・販売の過程の中で起き、もう半分は、家
庭での食べ残しや賞味期限前の廃棄などで発生しています。食品ロス削減には、
事業者による取組とともに、国民の食品ロスに対する意識啓発が必要であり、
現在、国民運動「ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳプロジェクト」が展開されています。
　このような中、滋賀県では、平成２８年７月に第四次
滋賀県廃棄物処理計画を策定し、県内自治体などと連携
しながら、食品ロス量の把握や食品廃棄物を抑制する取
組の促進、食品の食べきりの普及啓発など、食品ロスの
削減を推進することを取組の一つとして位置付けされま
した。
　国におかれましても、地方公共団体、国民、事業者が
一体となって食品ロス削減に向けての取り組みを早急に
進めることを強く求めます。
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